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࠙ ㉗  ⛯ �ࠚ

ձ ㉗財産の౯㢠ࡽ᥍㝖ࡿࡍ㔠㢠�

≉ู᥍㝖㢠 2,500 

๓年までに特別᥍除額を用した場合

には、2,500 ɢόら᪤に用した額を

᥍除したṧ額ࡀ特別᥍除額となります。

ղ ⛯⋡�

特別᥍除額を㉸えた㒊ศに対して、

୍ᚊ ��㸣の⛯⋡  
を適用して計⟬します。

࠙ ┦ ⥆ ⛯ �ࠚ

贈与者ࡀஸくなったの相⥆⛯の計⟬上、

相⥆財産の価額に相⥆⢭⟬ㄢ⛯を適用し

た贈与財産の価額（贈与の価）を加⟬

して相⥆⛯額を計⟬します。 

その㝿、᪤に⣡付した贈与⛯相当額を相

⥆⛯額ら᥍除します。な࠾、᥍除しきれ

ない金額は還付されます。
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࠙ ㉗  ⛯ �ࠚ

ձ ㉗財産の౯㢠ࡽ᥍㝖ࡿࡍ㔠㢠�

ᇶ♏᥍㝖㢠 ẖᖺ 110

ղ ⛯⋡�

ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁に対して、贈

与者と受贈者との⥆柄及び受贈者の年

齢にᛂࡌ、

ࠖ⋠⛯≉ࠕࡣཪࠖ⋠⛯⯡୍ࠕ

を適用して計⟬します。

ͤ ┤⣔ᑛᒓである贈与者ら財産の贈与を受

け、つ、受贈者ࡀ贈与の年の㸯᭶㸯᪥に࠾い

て 20ṓ௨上である場合には、「特例⛯⋡」を適

用して計⟬します。

また、「特例⛯⋡」の適用ࡀない財産につい

ては、「୍⯡⛯⋡」を適用して計⟬します。

上記⛯⋡を適用した贈与⛯額の計⟬方ἲな

ど、ヲしくは㸰ࢪ࣮࣌௨㝆をࡈぴください。

࠙ ┦ ⥆ ⛯ �ࠚ

贈与者ࡀஸくなったの相⥆⛯の計⟬上、原

๎として、相⥆財産の価額に贈与財産の価額を

加⟬するᚲせはありません。 

ただし、相⥆㛤ጞ๓㸱年௨内に贈与を受けた

財産の価額（贈与の価）は加⟬しなければ

なりません。

その㝿、᪤に⣡付した贈与⛯額を相⥆⛯額

ら᥍除します。な࠾、᥍除しきれない金額は還

付されません。 

┦ ⥆   ⢭ ⟬�
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ͤ　「相⥆⢭⟬ㄢ⛯」を㑅ᢥすると、その㑅ᢥ

に係る贈与者ら贈与を受ける財産について

は、その㑅ᢥをした年ศ௨㝆て「相⥆⢭

⟬ㄢ⛯」ࡀ適用され、「ᬺ年ㄢ⛯」へኚ᭦する

ことはできません。


